
福井県告示第４３号

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２の規定により指定介護機関から
変更の届出があったので、同法第５５条の３の規定により、次のとおり告示する。
　　令和８年２月３日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人　　　目　　次　　　

告　示

　〇生活保護法等の規定による指定介護機関の変更（４３・地域福祉課）………………１
　○社会福祉士及び介護福祉士法附則第２４条に基づく登録の告示（４４・長寿福祉　　
　　課）……………………………………………………………………………………………２
　○調理師法施行令の規定による指定試験機関の指定事項の変更について（４５・医　　
　　薬食品・衛生課）……………………………………………………………………………２
　○救急業務に係る医療機関の認定（４６・丹南保健所）…………………………………３
　○救急業務に係る医療機関の認定（４７・若狭保健所）…………………………………３
　○農業用道路の計画決定および縦覧（４８・農村振興課）………………………………３
　○農業用用排水施設の計画決定および縦覧（４９～５６・同）…………………………３
　○農業用用排水施設の計画変更の縦覧（５７～５９・同）………………………………６
　〇暗渠排水の計画決定および縦覧（６０～６３・同）……………………………………７
　〇暗渠排水の計画変更の縦覧（６４・同）…………………………………………………８
　〇客土の計画変更の縦覧（６５・同）………………………………………………………８
　〇保安林の指定の予定（６６・森づくり課）………………………………………………９
　〇急傾斜地崩壊危険区域の指定（６７～６９・砂防防災課）……………………………９
公　告

　〇政府調達に関する協定の適用を受ける調達契約に係る一般競争入札の落札者の決　　
　　定（保健予防課）…………………………………………………………………………１０
　○土地改良区役員の退任（福井農林総合事務所）………………………………………１０
　○公共測量の終了（２件・土木管理課）…………………………………………………１０
　○建設業法の規定に基づく建設業者への建設業の許可の取消し（同）………………１１
　○都市計画の変更の図書の写しの縦覧（都市計画課）…………………………………１１
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福井県告示第４４号

　社会福祉士及び介護福祉士法（昭和６２年法律第３０号）附則第１５条に規定する登録
研修機関に登録したので、同法附則第２４条第１項の規定により、次のとおり公示する。
　　令和８年２月３日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
１　事業所の名称
　　介護老人保健施設　坂井ケアセンター
２　事業所の所在地
　　坂井市坂井町折戸１－５８
３　事業者の名称
　　社会福祉法人坂井来春会
４　登録年月日
　　令和８年２月１日
５　喀痰吸引等研修の課程
　　第一号研修
　　第二号研修
６　登録研修機関登録番号
　　１８１３１３９

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第４５号

　調理師法施行令（昭和３３年政令第３０３号）第２条の２第２項の規定により、指定試
験機関からその主たる事務所の所在地を変更する旨の届出があったので、同条第３項の規
定により、次のとおり公示する。
　　令和８年２月３日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
１　指定試験機関の名称
　　公益社団法人調理技術技能センター
２　変更後の主たる事務所の所在地（試験事務を取り扱う事務所の所在地）
　　東京都中央区日本橋人形町一丁目四番一号内山ビル
３　変更年月日
　　令和８年１月２６日
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指定介護機関
番号

1840340861
（介護予防）居宅療養管
理指導

管理者 藤井　雅之 山本　周平 令和8年1月5日なのはな薬局

サービスの種類 変更事項 旧 新 変更年月日名称



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第４６号

　救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）第１条第１項の規定に基づき、
消防法（昭和２３年法律第１８６号）第２条第９項の救急業務に係る医療機関を認定した
ので、同令第２条第１項の規定により、次のとおり告示する。
　　令和８年２月３日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
１　区分　救急病院
２　名称　医療法人　相木病院
３　所在地　福井県越前市中央２丁目９－４０
４　認定の有効期間
　　自　令和８年２月１日
　　至　令和１１年１月３１日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第４７号

　救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）第１条第１項の規定に基づき、
消防法（昭和２３年法律第１８６号）第２条第９項の救急業務に係る医療機関を認定した
ので、同令第２条第１項の規定により、次のとおり告示する。
　　令和８年２月３日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
１　区分　救急病院
２　名称　杉田玄白記念公立小浜病院
３　所在地　小浜市大手町２番２号
４　認定の有効期間
　　自　令和８年２月１日
　　至　令和１１年１月３１日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第４８号

　土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定に基づき、県営土地改
良事業（小山南部地区　農業用道路（経営体育成基盤整備（土地総））事業）につき土地
改良事業計画を定めたので、同条第５項の規定により告示し、関係書類を次のとおり縦覧
に供する。
　なお、この計画については、同条第６項の規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から
起算して１５日以内に福井県知事に対して審査請求をすることができる。
　また、この計画については、上記の審査請求のほか、行政事件訴訟法（昭和３７年法律
第１３９号）第１４条第１項の規定に基づき、この計画が定められたこと（審査請求をし
た場合にあっては、当該審査請求に対する裁決があったこと）を知った日の翌日から起算

して６箇月以内に、福井県を被告として（訴訟において福井県を代表する者は福井県知事
となる。）、この計画の取消しの訴えを提起することができる。ただし、同法第１４条第
２項の規定に基づき、この計画が定められた日の翌日から起算して１年を経過したときは
、原則としてこの計画の取消しの訴えを提起することができない。
　　令和８年２月３日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
１　縦覧に供する書類
　　土地改良事業計画書の写し
２　縦覧に供する期間
　　令和８年２月３日から令和８年３月５日まで
３　縦覧に供する場所
　　大野市役所地域経済部農業林業振興課
　　大野市役所地域経済部農業林業振興課ホームページ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第４９号

　土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定に基づき、県営土地改
良事業（安養寺（狐谷溜）地区　農業用用排水施設（ため池等整備（防災重点緊急整備型
））事業）につき土地改良事業計画を定めたので、同条第５項の規定により告示し、関係
書類を次のとおり縦覧に供する。
　なお、この計画については、同条第６項の規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から
起算して１５日以内に福井県知事に対して審査請求をすることができる。
　また、この計画については、上記の審査請求のほか、行政事件訴訟法（昭和３７年法律
第１３９号）第１４条第１項の規定に基づき、この計画が定められたこと（審査請求をし
た場合にあっては、当該審査請求に対する裁決があったこと）を知った日の翌日から起算
して６箇月以内に、福井県を被告として（訴訟において福井県を代表する者は福井県知事
となる。）、この計画の取消しの訴えを提起することができる。ただし、同法第１４条第
２項の規定に基づき、この計画が定められた日の翌日から起算して１年を経過したときは
、原則としてこの計画の取消しの訴えを提起することができない。
　　令和８年２月３日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
１　縦覧に供する書類
　　土地改良事業計画書の写し
２　縦覧に供する期間
　　令和８年２月３日から令和８年３月５日まで
３　縦覧に供する場所
　　越前市環境農林部農林整備課
　　越前市環境農林部農林整備課ホームページ
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福井県告示第５０号

　土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定に基づき、県営土地改
良事業（次郎丸地区　農業用用排水施設（経営体育成基盤整備（土地総））事業）につき
土地改良事業計画を定めたので、同条第５項の規定により告示し、関係書類を次のとおり
縦覧に供する。
　なお、この計画については、同条第６項の規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から
起算して１５日以内に福井県知事に対して審査請求をすることができる。
　また、この計画については、上記の審査請求のほか、行政事件訴訟法（昭和３７年法律
第１３９号）第１４条第１項の規定に基づき、この計画が定められたこと（審査請求をし
た場合にあっては、当該審査請求に対する裁決があったこと）を知った日の翌日から起算
して６箇月以内に、福井県を被告として（訴訟において福井県を代表する者は福井県知事
となる。）、この計画の取消しの訴えを提起することができる。ただし、同法第１４条第
２項の規定に基づき、この計画が定められた日の翌日から起算して１年を経過したときは
、原則としてこの計画の取消しの訴えを提起することができない。
　　令和８年２月３日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
１　縦覧に供する書類
　　土地改良事業計画書の写し
２　縦覧に供する期間
　　令和８年２月３日から令和８年３月５日まで
３　縦覧に供する場所
　　あわら市経済産業部農林水産課
　　あわら市経済産業部農林水産課ホームページ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第５１号

　土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定に基づき、県営土地改
良事業（小山南部地区　農業用用排水施設（経営体育成基盤整備（土地総））事業）につ
き土地改良事業計画を定めたので、同条第５項の規定により告示し、関係書類を次のとお
り縦覧に供する。
　なお、この計画については、同条第６項の規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から
起算して１５日以内に福井県知事に対して審査請求をすることができる。
　また、この計画については、上記の審査請求のほか、行政事件訴訟法（昭和３７年法律
第１３９号）第１４条第１項の規定に基づき、この計画が定められたこと（審査請求をし
た場合にあっては、当該審査請求に対する裁決があったこと）を知った日の翌日から起算
して６箇月以内に、福井県を被告として（訴訟において福井県を代表する者は福井県知事
となる。）、この計画の取消しの訴えを提起することができる。ただし、同法第１４条第

２項の規定に基づき、この計画が定められた日の翌日から起算して１年を経過したときは
、原則としてこの計画の取消しの訴えを提起することができない。
　　令和８年２月３日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
１　縦覧に供する書類
　　土地改良事業計画書の写し
２　縦覧に供する期間
　　令和８年２月３日から令和８年３月５日まで
３　縦覧に供する場所
　　大野市役所地域経済部農業林業振興課
　　大野市役所地域経済部農業林業振興課ホームページ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第５２号

　土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定に基づき、県営土地改
良事業（大堤谷地区　農業用用排水施設（ため池等整備（防災重点緊急整備型））事業）
につき土地改良事業計画を定めたので、同条第５項の規定により告示し、関係書類を次の
とおり縦覧に供する。
　なお、この計画については、同条第６項の規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から
起算して１５日以内に福井県知事に対して審査請求をすることができる。
　また、この計画については、上記の審査請求のほか、行政事件訴訟法（昭和３７年法律
第１３９号）第１４条第１項の規定に基づき、この計画が定められたこと（審査請求をし
た場合にあっては、当該審査請求に対する裁決があったこと）を知った日の翌日から起算
して６箇月以内に、福井県を被告として（訴訟において福井県を代表する者は福井県知事
となる。）、この計画の取消しの訴えを提起することができる。ただし、同法第１４条第
２項の規定に基づき、この計画が定められた日の翌日から起算して１年を経過したときは
、原則としてこの計画の取消しの訴えを提起することができない。
　　令和８年２月３日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
１　縦覧に供する書類
　　土地改良事業計画書の写し
２　縦覧に供する期間
　　令和８年２月３日から令和８年３月５日まで
３　縦覧に供する場所
　　永平寺町農林課
　　永平寺町公式ホームページ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第５３号
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　土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定に基づき、県営土地改
良事業（東荒井地区　農業用用排水施設（経営体育成基盤整備（土地総））事業）につき
土地改良事業計画を定めたので、同条第５項の規定により告示し、関係書類を次のとおり
縦覧に供する。
　なお、この計画については、同条第６項の規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から
起算して１５日以内に福井県知事に対して審査請求をすることができる。
　また、この計画については、上記の審査請求のほか、行政事件訴訟法（昭和３７年法律
第１３９号）第１４条第１項の規定に基づき、この計画が定められたこと（審査請求をし
た場合にあっては、当該審査請求に対する裁決があったこと）を知った日の翌日から起算
して６箇月以内に、福井県を被告として（訴訟において福井県を代表する者は福井県知事
となる。）、この計画の取消しの訴えを提起することができる。ただし、同法第１４条第
２項の規定に基づき、この計画が定められた日の翌日から起算して１年を経過したときは
、原則としてこの計画の取消しの訴えを提起することができない。
　　令和８年２月３日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
１　縦覧に供する書類
　　土地改良事業計画書の写し
２　縦覧に供する期間
　　令和８年２月３日から令和８年３月５日まで
３　縦覧に供する場所
　　坂井市産業政策部農業振興課
　　坂井市産業政策部農業振興課ホームページ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第５４号

　土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定に基づき、県営土地改
良事業（布施田排水地区　農業用用排水施設（農村災害対策整備）事業）につき土地改良
事業計画を定めたので、同条第５項の規定により告示し、関係書類を次のとおり縦覧に供
する。
　なお、この計画については、同条第６項の規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から
起算して１５日以内に福井県知事に対して審査請求をすることができる。
　また、この計画については、上記の審査請求のほか、行政事件訴訟法（昭和３７年法律
第１３９号）第１４条第１項の規定に基づき、この計画が定められたこと（審査請求をし
た場合にあっては、当該審査請求に対する裁決があったこと）を知った日の翌日から起算
して６箇月以内に、福井県を被告として（訴訟において福井県を代表する者は福井県知事
となる。）、この計画の取消しの訴えを提起することができる。ただし、同法第１４条第
２項の規定に基づき、この計画が定められた日の翌日から起算して１年を経過したときは
、原則としてこの計画の取消しの訴えを提起することができない。

　　令和８年２月３日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
１　縦覧に供する書類
　　土地改良事業計画書の写し
２　縦覧に供する期間
　　令和８年２月３日から令和８年３月５日まで
３　縦覧に供する場所
　　福井市農林水産部農村整備課
　　福井市農林水産部農村整備課ホームページ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第５５号

　土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定に基づき、県営土地改
良事業（兵庫川地区　農業用用排水施設（農村災害対策整備）事業）につき土地改良事業
計画を定めたので、同条第５項の規定により告示し、関係書類を次のとおり縦覧に供する
。
　なお、この計画については、同条第６項の規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から
起算して１５日以内に福井県知事に対して審査請求をすることができる。
　また、この計画については、上記の審査請求のほか、行政事件訴訟法（昭和３７年法律
第１３９号）第１４条第１項の規定に基づき、この計画が定められたこと（審査請求をし
た場合にあっては、当該審査請求に対する裁決があったこと）を知った日の翌日から起算
して６箇月以内に、福井県を被告として（訴訟において福井県を代表する者は福井県知事
となる。）、この計画の取消しの訴えを提起することができる。ただし、同法第１４条第
２項の規定に基づき、この計画が定められた日の翌日から起算して１年を経過したときは
、原則としてこの計画の取消しの訴えを提起することができない。
　　令和８年２月３日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
１　縦覧に供する書類
　　土地改良事業計画書の写し
２　縦覧に供する期間
　　令和８年２月３日から令和８年３月５日まで
３　縦覧に供する場所
　　坂井市産業政策部農業振興課
　　坂井市産業政策部農業振興課ホームページ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第５６号

　土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定に基づき、県営土地改
良事業（木部新保地区　農業用用排水施設（経営体育成基盤整備（土地総））事業）につ
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き土地改良事業計画を定めたので、同条第５項の規定により告示し、関係書類を次のとお
り縦覧に供する。
　なお、この計画については、同条第６項の規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から
起算して１５日以内に福井県知事に対して審査請求をすることができる。
　また、この計画については、上記の審査請求のほか、行政事件訴訟法（昭和３７年法律
第１３９号）第１４条第１項の規定に基づき、この計画が定められたこと（審査請求をし
た場合にあっては、当該審査請求に対する裁決があったこと）を知った日の翌日から起算
して６箇月以内に、福井県を被告として（訴訟において福井県を代表する者は福井県知事
となる。）、この計画の取消しの訴えを提起することができる。ただし、同法第１４条第
２項の規定に基づき、この計画が定められた日の翌日から起算して１年を経過したときは
、原則としてこの計画の取消しの訴えを提起することができない。
　　令和８年２月３日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
１　縦覧に供する書類
　　土地改良事業計画書の写し
２　縦覧に供する期間
　　令和８年２月３日から令和８年３月５日まで
３　縦覧に供する場所
　　坂井市産業政策部農業振興課
　　坂井市産業政策部農業振興課ホームページ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第５７号

　土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８８条第１項の規定に基づき、県営土地改
良事業（坂井西部地区　農業用用排水施設（経営体育成基盤整備（土地総））事業）計画
を変更したので、同条第６項において準用する同法第８７条第５項の規定により告示し、
関係書類を次のとおり縦覧に供する。
　なお、この変更計画については、同法第８８条第６項で準用する同法第８７条第６項の
規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起算して１５日以内に福井県知事に審査請求
をすることができる。
　また、この計画については、上記の審査請求のほか、行政事件訴訟法（昭和３７年法律
第１３９号）第１４条第１項の規定に基づき、この計画が定められたこと（審査請求をし
た場合にあっては、当該審査請求に対する裁決があったこと）を知った日の翌日から起算
して６箇月以内に、福井県を被告として（訴訟において福井県を代表する者は福井県知事
となる。）、この計画の取消しの訴えを提起することができる。ただし、同法第１４条第
２項の規定に基づき、この計画が定められた日の翌日から起算して１年を経過したときは
、原則としてこの計画の取消しの訴えを提起することができない。
　　令和８年２月３日

　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
１　縦覧に供する書類
　　変更後の土地改良事業計画書の写し
２　縦覧に供する期間
　　令和８年２月３日から令和８年３月５日まで
３　縦覧に供する場所
　　坂井市産業政策部農業振興課
　　坂井市産業政策部農業振興課ホームページ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第５８号

　土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８８条第１項の規定に基づき、県営土地改
良事業（上庄大井地区　農業用用排水施設（経営体育成基盤整備（土地総））事業）計画
を変更したので、同条第６項において準用する同法第８７条第５項の規定により告示し、
関係書類を次のとおり縦覧に供する。
　なお、この変更計画については、同法第８８条第６項で準用する同法第８７条第６項の
規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起算して１５日以内に福井県知事に審査請求
をすることができる。
　また、この計画については、上記の審査請求のほか、行政事件訴訟法（昭和３７年法律
第１３９号）第１４条第１項の規定に基づき、この計画が定められたこと（審査請求をし
た場合にあっては、当該審査請求に対する裁決があったこと）を知った日の翌日から起算
して６箇月以内に、福井県を被告として（訴訟において福井県を代表する者は福井県知事
となる。）、この計画の取消しの訴えを提起することができる。ただし、同法第１４条第
２項の規定に基づき、この計画が定められた日の翌日から起算して１年を経過したときは
、原則としてこの計画の取消しの訴えを提起することができない。
　　令和８年２月３日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
１　縦覧に供する書類
　　変更後の土地改良事業計画書の写し
２　縦覧に供する期間
　　令和８年２月３日から令和８年３月５日まで
３　縦覧に供する場所
　　大野市役所地域経済部農業林業振興課
　　大野市役所地域経済部農業林業振興課ホームページ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第５９号

　土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８８条第１項の規定に基づき、県営土地改
良事業（文殊南部地区　農業用用排水施設（農村災害対策整備）事業）計画を変更したの
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　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
１　縦覧に供する書類
　　土地改良事業計画書の写し
２　縦覧に供する期間
　　令和８年２月３日から令和８年３月５日まで
３　縦覧に供する場所
　　あわら市経済産業部農林水産課
　　あわら市経済産業部農林水産課ホームページ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第６１号

　土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定に基づき、県営土地改
良事業（小山南部地区　暗渠排水（経営体育成基盤整備（土地総））事業）につき土地改
良事業計画を定めたので、同条第５項の規定により告示し、関係書類を次のとおり縦覧に
供する。
　なお、この計画については、同条第６項の規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から
起算して１５日以内に福井県知事に対して審査請求をすることができる。
　また、この計画については、上記の審査請求のほか、行政事件訴訟法（昭和３７年法律
第１３９号）第１４条第１項の規定に基づき、この計画が定められたこと（審査請求をし
た場合にあっては、当該審査請求に対する裁決があったこと）を知った日の翌日から起算
して６箇月以内に、福井県を被告として（訴訟において福井県を代表する者は福井県知事
となる。）、この計画の取消しの訴えを提起することができる。ただし、同法第１４条第
２項の規定に基づき、この計画が定められた日の翌日から起算して１年を経過したときは
、原則としてこの計画の取消しの訴えを提起することができない。
　　令和８年２月３日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
１　縦覧に供する書類
　　土地改良事業計画書の写し
２　縦覧に供する期間
　　令和８年２月３日から令和８年３月５日まで
３　縦覧に供する場所
　　大野市役所地域経済部農業林業振興課
　　大野市役所地域経済部農業林業振興課ホームページ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第６２号

　土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定に基づき、県営土地改
良事業（東荒井地区　暗渠排水（経営体育成基盤整備（土地総））事業）につき土地改良
事業計画を定めたので、同条第５項の規定により告示し、関係書類を次のとおり縦覧に供

で、同条第６項において準用する同法第８７条第５項の規定により告示し、関係書類を次
のとおり縦覧に供する。
　なお、この変更計画については、同法第８８条第６項で準用する同法第８７条第６項の
規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起算して１５日以内に福井県知事に審査請求
をすることができる。
　また、この計画については、上記の審査請求のほか、行政事件訴訟法（昭和３７年法律
第１３９号）第１４条第１項の規定に基づき、この計画が定められたこと（審査請求をし
た場合にあっては、当該審査請求に対する裁決があったこと）を知った日の翌日から起算
して６箇月以内に、福井県を被告として（訴訟において福井県を代表する者は福井県知事
となる。）、この計画の取消しの訴えを提起することができる。ただし、同法第１４条第
２項の規定に基づき、この計画が定められた日の翌日から起算して１年を経過したときは
、原則としてこの計画の取消しの訴えを提起することができない。
　　令和８年２月３日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
１　縦覧に供する書類
　　変更後の土地改良事業計画書の写し
２　縦覧に供する期間
　　令和８年２月３日から令和８年３月５日まで
３　縦覧に供する場所
　　福井市農林水産部農村整備課
　　福井市農林水産部農村整備課ホームページ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第６０号

　土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定に基づき、県営土地改
良事業（次郎丸地区　暗渠排水（経営体育成基盤整備（土地総））事業）につき土地改良
事業計画を定めたので、同条第５項の規定により告示し、関係書類を次のとおり縦覧に供
する。
　なお、この計画については、同条第６項の規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から
起算して１５日以内に福井県知事に対して審査請求をすることができる。
　また、この計画については、上記の審査請求のほか、行政事件訴訟法（昭和３７年法律
第１３９号）第１４条第１項の規定に基づき、この計画が定められたこと（審査請求をし
た場合にあっては、当該審査請求に対する裁決があったこと）を知った日の翌日から起算
して６箇月以内に、福井県を被告として（訴訟において福井県を代表する者は福井県知事
となる。）、この計画の取消しの訴えを提起することができる。ただし、同法第１４条第
２項の規定に基づき、この計画が定められた日の翌日から起算して１年を経過したときは
、原則としてこの計画の取消しの訴えを提起することができない。
　　令和８年２月３日
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する。
　なお、この計画については、同条第６項の規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から
起算して１５日以内に福井県知事に対して審査請求をすることができる。
　また、この計画については、上記の審査請求のほか、行政事件訴訟法（昭和３７年法律
第１３９号）第１４条第１項の規定に基づき、この計画が定められたこと（審査請求をし
た場合にあっては、当該審査請求に対する裁決があったこと）を知った日の翌日から起算
して６箇月以内に、福井県を被告として（訴訟において福井県を代表する者は福井県知事
となる。）、この計画の取消しの訴えを提起することができる。ただし、同法第１４条第
２項の規定に基づき、この計画が定められた日の翌日から起算して１年を経過したときは
、原則としてこの計画の取消しの訴えを提起することができない。
　　令和８年２月３日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
１　縦覧に供する書類
　　土地改良事業計画書の写し
２　縦覧に供する期間
　　令和８年２月３日から令和８年３月５日まで
３　縦覧に供する場所
　　坂井市産業政策部農業振興課
　　坂井市産業政策部農業振興課ホームページ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第６３号

　土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定に基づき、県営土地改
良事業（木部新保地区　暗渠排水（経営体育成基盤整備（土地総））事業）につき土地改
良事業計画を定めたので、同条第５項の規定により告示し、関係書類を次のとおり縦覧に
供する。
　なお、この計画については、同条第６項の規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から
起算して１５日以内に福井県知事に対して審査請求をすることができる。
　また、この計画については、上記の審査請求のほか、行政事件訴訟法（昭和３７年法律
第１３９号）第１４条第１項の規定に基づき、この計画が定められたこと（審査請求をし
た場合にあっては、当該審査請求に対する裁決があったこと）を知った日の翌日から起算
して６箇月以内に、福井県を被告として（訴訟において福井県を代表する者は福井県知事
となる。）、この計画の取消しの訴えを提起することができる。ただし、同法第１４条第
２項の規定に基づき、この計画が定められた日の翌日から起算して１年を経過したときは
、原則としてこの計画の取消しの訴えを提起することができない。
　　令和８年２月３日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
１　縦覧に供する書類

　　土地改良事業計画書の写し
２　縦覧に供する期間
　　令和８年２月３日から令和８年３月５日まで
３　縦覧に供する場所
　　坂井市産業政策部農業振興課
　　坂井市産業政策部農業振興課ホームページ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第６４号

　土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８８条第１項の規定に基づき、県営土地改
良事業（坂井西部地区　暗渠排水（経営体育成基盤整備（土地総））事業）計画を変更し
たので、同条第６項において準用する同法第８７条第５項の規定により告示し、関係書類
を次のとおり縦覧に供する。
　なお、この変更計画については、同法第８８条第６項で準用する同法第８７条第６項の
規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起算して１５日以内に福井県知事に審査請求
をすることができる。
　また、この計画については、上記の審査請求のほか、行政事件訴訟法（昭和３７年法律
第１３９号）第１４条第１項の規定に基づき、この計画が定められたこと（審査請求をし
た場合にあっては、当該審査請求に対する裁決があったこと）を知った日の翌日から起算
して６箇月以内に、福井県を被告として（訴訟において福井県を代表する者は福井県知事
となる。）、この計画の取消しの訴えを提起することができる。ただし、同法第１４条第
２項の規定に基づき、この計画が定められた日の翌日から起算して１年を経過したときは
、原則としてこの計画の取消しの訴えを提起することができない。
　　令和８年２月３日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
１　縦覧に供する書類
　　変更後の土地改良事業計画書の写し
２　縦覧に供する期間
　　令和８年２月３日から令和８年３月５日まで
３　縦覧に供する場所
　　坂井市産業政策部農業振興課
　　坂井市産業政策部農業振興課ホームページ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第６５号

　土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８８条第１項の規定に基づき、県営土地改
良事業（坂井西部地区　客土（経営体育成基盤整備（土地総））事業）計画を変更したの
で、同条第６項において準用する同法第８７条第５項の規定により告示し、関係書類を次
のとおり縦覧に供する。
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　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種
　　　次のとおりとする。
　　　（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福井県庁及び福井市役所に備え置い
　　て縦覧に供する。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第６７号

　急傾斜地崩壊危険区域の指定（平成１４年福井県告示第３００号）の一部を次のように
変更する。
　　令和８年２月３日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
　稲荷地区急傾斜地崩壊危険区域の表を次のように改める

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第６８号

　急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第３条第１
項の規定に基づき、次の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定するので、同条第３項の
規定により公示する。
　　令和８年２月３日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人

　　

　なお、この変更計画については、同法第８８条第６項で準用する同法第８７条第６項の
規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起算して１５日以内に福井県知事に審査請求
をすることができる。
　また、この計画については、上記の審査請求のほか、行政事件訴訟法（昭和３７年法律
第１３９号）第１４条第１項の規定に基づき、この計画が定められたこと（審査請求をし
た場合にあっては、当該審査請求に対する裁決があったこと）を知った日の翌日から起算
して６箇月以内に、福井県を被告として（訴訟において福井県を代表する者は福井県知事
となる。）、この計画の取消しの訴えを提起することができる。ただし、同法第１４条第
２項の規定に基づき、この計画が定められた日の翌日から起算して１年を経過したときは
、原則としてこの計画の取消しの訴えを提起することができない。
　　令和８年２月３日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
１　縦覧に供する書類
　　変更後の土地改良事業計画書の写し
２　縦覧に供する期間
　　令和８年２月３日から令和８年３月５日まで
３　縦覧に供する場所
　　坂井市産業政策部農業振興課
　　坂井市産業政策部農業振興課ホームページ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第６６号

　農林水産大臣から、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により、保安
林に指定する予定である旨の通知があったので、同法第３０条の規定により、次のとおり
告示する。
　　令和８年２月３日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
１　保安林予定森林の所在場所
　　福井市坪谷町６５字里豆１１から２１まで、６６字横尾峯１５から２２まで、２７、
　２９、３１
２　指定の目的
　　土砂の流出の防備
３　指定施業要件
　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　主伐は、択伐による。
　　イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木が所在する市町に係る市町
　　　村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
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市　町 字 地　　　番

８の一部、９－１の一部、９－２の一部、１０の一部、１１
１７－２、１７－３の一部、１９－２の一部、１９－３の一部
１６－２の一部、１６－６の一部、１７－２の一部、１７－４
の一部、１７－６、１７－７の一部、１７－８の一部、１９－
２の一部、２０－１、２０－２の一部、２１－２の一部、２７
の一部
１９の一部
１－２の一部、２の一部、３の一部、４の一部、５の一部、６
－１、６－２の一部

福井市 浜別所町
１字南ナン場
２字北ナン場

３字堂ノ前

６字山ノ奥

３４字朝倉山

浜別所地区急傾斜地崩壊危険区域

稲荷地区急傾斜地崩壊危険区域
市　町 字 地　　　番

４－３の一部、１２－１の一部、１２
－４の一部、１２－７の一部
９－１の一部
８－１の一部、８－２の一部、９の一部、１０

南越前町 今庄

１１１字城ケ端

１１４字追分
１３１字大清水



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第６９号

　急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第３条第１
項の規定に基づき、次の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定するので、同条第３項の
規定により公示する。
　　令和８年２月３日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人　　

　政府調達に関する協定の適用を受ける調達契約に係る一般競争入札の落札者を決定した
ので、特定調達契約に係る福井県財務規則の特例に関する規則（平成７年福井県規則第８
２号。以下「規則」という。）第１２条第１項の規定により、次のとおり公示する。
　　令和８年２月３日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
１　落札に係る業務の名称および数量
　　県民健康センター健診システム導入業務
２　契約に関する事務を担当する部局の名称および所在地
　　福井県健康福祉部健康医療局保健予防課
　　福井県福井市大手３丁目１７番地１号
３　落札者を決定した日
　　令和８年１月８日
４　落札者の氏名および所在地等

　　落札者の名称および住所または所在地
　　株式会社システム研究所
　　福井県福井市御幸２丁目１７－２５
５　落札金額（契約金額）
　　１４５，０３５，０００円
６　契約の相手方を決定した手続
　　一般競争入札
７　規則第４条の規定による公告を行った日
　　令和７年１１月１８日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　九頭竜川左岸用水土地改良区から、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条
第１８項の規定により、次の者が令和８年１月１４日に役員を退任した旨の届出があった
ので、同条第１９項の規定により公告する｡
　　令和８年２月３日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
役員名　氏　　　名　　　住　　　所　
理　事　道佛　浩二　福井市布施田町19-38
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第１４条第１項の
規定により、令和８年１月７日に永平寺町より公共測量の実施についての通知があったの
で、同法第３９条において準用する同法第１４条第３項の規定により、次のとおり公示す
る。
　　令和８年２月３日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
１　測量計画機関の名称
　　永平寺町
２　作業の種類
　　公共測量（共用地図データ作成）
３　作業の期間
　　令和８年１月２０日から令和８年３月１９日まで
４　作業の地域
　　永平寺町の一部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第１４条第１項の
規定により、令和８年１月９日に近畿地方整備局近畿技術事務所より公共測量の実施につ
いての通知があったので、同法第３９条において準用する同法第１４条第３項の規定によ
り、次のとおり公示する。
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公　　　　　告

　

清水山（上）第２地区急傾斜地崩壊危険区域
市　町 字 地　　　番

３の一部、４の一部、５の一部、７の一部、８の一部、９の一
部、１０の一部、１１－１の一部、１１－２の一部、１２の一
部、１５の一部、１６の一部、１７の一部、１８の一部、２２
の一部、２４－１の一部、２４－２の一部、２７の一部、３３
の一部、３４の一部
２－１の一部
７の一部、８の一部、９の一部、１０－１、１０－２、１１－
１の一部、１１－２、１２の一部、１３の一部、１４、１５－
１、１５－２、１６の一部、１７の一部、１８の一部、１９、
２０、２１、２２の一部、２３、２４の一部、２５ー１の一部、
２５－２の一部

福井市 清水山町

４５字向山

５８字西裏

９２字西浦山



　　令和８年２月３日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
１　測量計画機関の名称
　　近畿地方整備局近畿技術事務所
２　作業の種類
　　公共測量（車載写真レーザ測量）
３　作業の期間
　　令和７年１１月２０日から令和８年３月２３日まで
４　作業の地域
　　福井県内の直轄道路　国道２７号
　　３５．１ｋｍ（０．０ｋｐ～２２．５ｋｐ、３５．９ｋｐ～４５．５ｋｐ、５６．０
　ｋｐ～５９．０ｋｐ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項の規定に基づき、同法第３条第
１項の許可を取り消したので、同法第２９条の５第１項の規定により、次のとおり公告す
る。
　　令和８年２月３日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項の規定において準用する同法
第２０条第１項の規定により、大野市長から都市計画の変更に係る図書の写しの送付を受
けたので、同法第２１条第２項の規定において準用する同法第２０条第２項の規定により
次のとおり公衆の縦覧に供する。
　　令和８年２月３日
　　　　　　福井県知事　石田　嵩人
１　都市計画の種類および名称
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処分をした
年月日

処分を受けた者の商号または名称、主た
る営業所の所在地および代表者の氏名

処分を受けた者
の許可番号

処分の内容

令和8年2月３日
株式会社ＰＲＥＳＩ 
福井県福井市二の宮１丁目１番１号
代表取締役　　坂井　健太

福井県知事許可
（般－5）
第11720号

建設業許可の取消し

処分の原因となった事実

株式会社ＰＲＥＳＩの代表取締役は、
覚醒剤取締法違反および麻薬及び向精
神薬取締法違反により、令和5年12月21
日に福井地方裁判所から懲役2年（執行
猶予3年）の判決を受け、令和6年1月5日
にその刑が確定していたことが判明し
た。
　このことは建設業法第29条第1項第2
号に該当する。



　⑴　種類
　　　大野都市計画下水道
　⑵　名称
　　　大野市公共下水道
２　縦覧場所
　　福井市大手３丁目１７番１号
　　福井県土木部都市計画課
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